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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的に区分されてそれぞれブロックを構成するレールに、列車が停止すべきブロック
を指定する情報と前記情報が送出されるブロックの番号とを含むディジタル信号を送出す
る地上装置と、前記レールに沿って互いに間隔をおいて配置されその位置を表す情報を読
み出し可能に格納しているトランスポンダ地上子と、列車上に配置された車上装置とから
なる車上主体型自動列車制御装置であって、
　前記車上装置が、前記レールに送出された信号を受信して出力するＡＴＣ受信手段と、
前記トランスポンダ地上子に格納された位置情報を読み込んで出力するトランスポンダ受
信手段と、列車の車軸に結合され車軸の回転に応じて速度パルスを発信する速度発電機と
、前記ＡＴＣ受信手段の出力と前記トランスポンダ受信手段の出力と前記速度発電機の速
度パルスとに基づいてブレーキ指令を出力するＡＴＣ制御部とを有し、
　前記ＡＴＣ制御部は、複数のブロックそれぞれに１対１に対応して設定され列車が停止
すべきブロックに停止するまでの各位置における許容速度を表す速度パターンと前記停止
すべきブロックを特定する情報とを組合せて格納するメモリと、前記トランスポンダ受信
手段が出力した位置情報を格納する位置情報メモリとを備え、前記位置情報メモリに格納
された位置情報を前記速度パルスに基づいて更新して自列車位置を認識し、前記ＡＴＣ受
信手段が受信した停止すべきブロックを特定する情報に基づいて当該ブロックに対応する
速度パターンを前記メモリから読み出し、読み出した速度パターンと前記自列車位置とに
基づいてその位置における許容速度を算出し、算出した許容速度と自列車速度との偏差に
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応じたブレーキ指令を出力し、前記位置情報メモリに前記トランスポンダ受信手段が出力
した位置情報が格納されていないとき、前記地上装置から送信されるブロック番号で特定
されるブロックを自列車位置のブロックとし、当該ブロックの末端から予め設定された距
離だけ離れた特定位置を自列車位置と認識する車上主体型自動列車制御装置において、
　前記ＡＴＣ制御部は、トランスポンダ受信手段の位置情報が受信されるまで前記特定位
置を更新しないように構成され、かつ、自列車が在線する自ブロックが停止すべきブロッ
クと一致したとき、前記速度パルスが出力されなくなる予め設定した低速度以下のときに
ブレーキ指令を出力し、自ブロックが駅のホームに沿うレール区間を含むブロックが停止
すべきブロックの場合は、前記低速度以下であってもブレーキ指令を出力しないようにし
、かつ該ブロック上で列車が停止した場合は、前記メモリから読み出した速度パターンの
速度で自列車を制御するとともに、予め定められた一定速度を上限としてブレーキ制御を
行うように構成されていることを特徴とする車上主体型自動列車制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は自動列車制御装置に係り、特に、先行列車がある場合などの、列車を減速させる
速度制御を行う場合に列車側が主体となって速度制御を行う車上主体型自動列車制御装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の鉄道車両用自動列車制御装置（以下、ＡＴＣ装置という）では、列車が走るレール
がある長さごとに電気的に区分されてブロックが形成され、地上装置が各ブロックごとに
、列車に対して許容速度を指示する信号を送信している。列車上には、各列車にそれぞれ
車上装置が設置され、この車上装置はこの許容速度を指示する信号をブロックを介して受
信し、受信した許容速度と自列車速度を比較する。自列車速度が許容速度を超えると、車
上装置は自動的にブレーキ指令をブレーキ装置に対して与え、列車速度を自動的に許容速
度以内に制御している。列車が走っているレールの、該列車進行方向前方に別の列車（先
行列車）が走っている（あるいは停止している）場合、地上装置は後を走っている列車（
続行列車）が、先行列車が走っている（あるいは停止している）ブロック（在線ブロック
）に近づくにつれて、続行列車に対して低い許容速度の信号を与える。
【０００３】
地上装置が指示する許容速度は、同じブロックでは変化しないから、続行列車はブロック
単位で階段状の速度制限を受け、先行列車に追突しないように、先行列車の手前のブロッ
ク（あるいはレールの閉塞区間）のレール上に停止するよう制御される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
運転効率、すなわち運行本数を増やすこと、列車の平均速度をあげることを考えると、先
行列車と続行列車との間隔は安全を確保し得る範囲で短いほうが望ましい。
【０００５】
上記従来の制御方式では、許容速度が階段状に変化する制御であるため、列車は許容速度
がそれまでよりも低いブロックに進入した場合は、そのブロックを構成するレール区間の
始端で、それまでよりも低い許容速度を受信し、直ちにブレーキが動作する。したがって
列車速度は、列車がそのブロックを構成するレール区間の末端に達する前に許容速度以下
に低下し、作動したブレーキは一旦緩むことになる。
【０００６】
つまり、先行列車との距離を詰めるという観点からすれば、上記従来の方法は、必要以上
に早めにブレーキが動作することになっていた。また許容速度が階段状に変化するように
なっているため、階段の数だけ、何度もブレーキの動作、緩解を繰り返すため、乗り心地
に与える悪影響もあった。
【０００７】
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さらに、ブレーキ性能の異なる複数の車種の列車が走行する場合、地上装置は各列車のブ
レーキ性能を認識できるようになっていないため、地上装置が指示する許容速度は、その
線区を走行する最もブレーキ性能の低い列車に対しても、安全を保つように配慮されてい
る。すなわち、ブレーキ性能の低い列車のブレーキ距離を前提に許容速度を決定し、ブレ
ーキ性能の高低に関係なく、すべての列車に対して一律に許容速度を指示するようになっ
ていた。そのため、ブレーキ性能の高い列車も、ブレーキ性能の低い列車にあわせた走行
の仕方になってしまうという、運転効率上の無駄があった。
【０００８】
　本発明の目的は、先行列車の存在によって後続する列車の運行が制約される場合でも、
後続する列車の運転効率を良くするとともに、駅のホームに沿うブロックが停止すべきブ
ロックの場合には安全性を考慮して運転効率を良くすることにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するためには、地上装置には、列車に対してどこで止まるべきかを指示
する情報をレールを介して提供する機能を、車上装置には、この情報によって指定された
位置に停止するためには、どのような速度で走行することが必要かを自列車の位置をもと
に判断して必要に応じてブレーキを掛ける機能を、それぞれもたせるようにするとともに
、自列車の位置が確認できない場合に車上装置が自列車の位置を暫定的に設定するように
すればよい。
【００１０】
すなわち、地上装置は、列車が停止すべきブロック番号（停止ブロック番号）をブロック
を介して車上装置に送信するとともに、停止ブロック番号が送信されるブロックの番号を
、前記停止ブロック番号に併せて自ブロック番号として車上装置に送信する。車上装置は
、トランスポンダ地上子から読み出された位置情報を位置情報メモリに保持し、位置情報
メモリのデータを車軸の回転に応じて速度発電機から出力される速度パルスに基づいて更
新して常に自列車が走行中の位置を認識する。トランスポンダ地上子から読み出された位
置情報が位置情報メモリに格納されていない間は、地上装置から送信される自ブロック番
号で指定されるブロックに列車が位置するものとし、そのブロックの列車進行方向末端か
ら予め指定された距離だけ離れた位置を列車の位置と認識する。この位置は列車が進行し
ても更新されないものとする。車上装置はまた、列車ごとにかつブロックごとに予め設定
された速度パターン（当該列車のブレーキ性能を十分に発揮することを前提として当該列
車の最高速度から減速して当該ブロックの指定の位置で停止する減速過程を示す位置―許
容速度パターン）をデータベースとしてメモリに保持し、地上装置から受信した停止ブロ
ック番号に対応する速度パターンを読み出す。車上装置は、読み出した速度パターンと前
記認識している自列車位置から定まる許容速度に自列車速度を対比し、許容速度と自列車
速度の偏差に応じてブレーキ指令を出力して列車の速度を制御し、停止すべきブロック内
に列車を停止させる。
【００１１】
ところで、速度発電機の特性として、数ｋｍ／ｈ以下の低速では速度パルスが出力されな
い可能性がある。したがって、極低速で列車が進行した場合、実際に列車は動いていても
、速度パルスが出力されないため、列車の進行を検出できず、位置情報メモリのデータが
更新されないということが起こり得る。これでは、速度パターン上の位置（距離軸）が変
化しないため、危険な動作となる恐れがある。
【００１２】
そこで、自ブロックが停止ブロックと同一であり、かつ速度が１０ｋｍ／ｈ以下になると
自動的にブレーキ指令が出力されるようにし、速度パルスが出力されないような極低速で
列車が移動することのないようにする。このブレーキは先行列車の進行などにより停止ブ
ロックが変化し、停止ブロックが自ブロックと一致しなくなった場合に緩解させる。
【００１３】
しかし、このようにすると、列車が特定のブロック、例えば駅のホームに沿ったブロック
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で停止した場合、停止位置を修正するために列車を移動させようとしても、前記自動的な
ブレーキ指令がかかっているため、移動させることができない。
【００１４】
本発明はこのような事態にも対応できるものである。
【００１５】
　具体的には、上記目的を達成する本発明は、電気的に区分されてそれぞれブロックを構
成するレールに、列車が停止すべきブロックを指定する情報と前記情報が送出されるブロ
ックの番号とを含むディジタル信号を送出する地上装置と、前記レールに沿って互いに間
隔をおいて配置されその位置を表す情報を読み出し可能に格納しているトランスポンダ地
上子と、列車上に配置された車上装置とからなる車上主体型自動列車制御装置であって、
前記車上装置が、前記レールに送出された信号を受信して出力するＡＴＣ受信手段と、前
記トランスポンダ地上子に格納された位置情報を読み込んで出力するトランスポンダ受信
手段と、列車の車軸に結合され車軸の回転に応じて速度パルスを発信する速度発電機と、
前記ＡＴＣ受信手段の出力と前記トランスポンダ受信手段の出力と前記速度発電機の速度
パルスとに基づいてブレーキ指令を出力するＡＴＣ制御部とを有し、前記ＡＴＣ制御部は
、複数のブロックそれぞれに１対１に対応して設定され列車が停止すべきブロックに停止
するまでの各位置における許容速度を表す速度パターンと前記停止すべきブロックを特定
する情報とを組合せて格納するメモリと、前記トランスポンダ受信手段が出力した位置情
報を格納する位置情報メモリとを備え、前記位置情報メモリに格納された位置情報を前記
速度パルスに基づいて更新して自列車位置を認識し、前記ＡＴＣ受信手段が受信した停止
すべきブロックを特定する情報に基づいて当該ブロックに対応する速度パターンを前記メ
モリから読み出し、読み出した速度パターンと前記自列車位置とに基づいてその位置にお
ける許容速度を算出し、算出した許容速度と自列車速度との偏差に応じたブレーキ指令を
出力し、前記位置情報メモリに前記トランスポンダ受信手段が出力した位置情報が格納さ
れていないとき、前記地上装置から送信されるブロック番号で特定されるブロックを自列
車位置のブロックとし、当該ブロックの末端から予め設定された距離だけ離れた特定位置
を自列車位置と認識する車上主体型自動列車制御装置において、前記ＡＴＣ制御部は、ト
ランスポンダ受信手段の位置情報が受信されるまで前記特定位置を更新しないように構成
され、かつ、自列車が在線する自ブロックが停止すべきブロックと一致したとき、前記速
度パルスが出力されなくなる予め設定した低速度以下のときにブレーキ指令を出力し、自
ブロックが駅のホームに沿うレール区間を含むブロックが停止すべきブロックの場合は、
前記低速度以下であってもブレーキ指令を出力しないようにし、かつ該ブロック上で列車
が停止した場合は、前記メモリから読み出した速度パターンの速度で自列車を制御すると
ともに、予め定められた一定速度を上限としてブレーキ制御を行うように構成されている
。
【００１８】
上述の手段を適用することにより、列車はそれぞれのブレーキ性能に見合った減速度の速
度パターンが示されるから、ブレーキが断続的に作動するのではなくて、列車停止まで連
続的に作動するようになる。したがって、ブレーキの作動が開始される時期が後にずれ、
ブレーキが作動しない期間が長くなって、平均運行速度が向上する。平均運行速度が向上
することは、運転効率が良くなることである。本発明を実際に適用するには、駅のプラッ
トホームに沿うブロックで列車が停止する場合の停止位置の修正についても考慮しておく
必要があるが、予め特定のブロックにおいては、読み出した速度パターンと予め定められ
た一定速度、例えば３０ｋｍ／ｈのうちの低いほうの速度を許容速度として自列車速度と
の偏差を算出するように構成し、列車が一旦停止しても、低速であれば移動できるように
したので、停止位置の修正が可能である。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００２０】
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図１に本実施の形態の要部構成を示す。図示の実施の形態は、地上装置、車上装置、トラ
ンスポンダ地上子（以下、トランスポンダ地上子という）７及びブロックを含んで構成さ
れている。
【００２１】
車上装置は、ＡＴＣ制御部４、ブレーキ装置５、速度発電機１０、トランスポンダ車上子
８とトランスポンダ受信部２からなるトランスポンダ受信手段、及びＡＴＣ受電器９とＡ
ＴＣ受信部３からなるＡＴＣ受信手段を含んで構成されている。
【００２２】
ＡＴＣ制御部４は、図１２に示すように、検索処理部４Ａ，自列車速度算出部４Ｂ、比較
処理部４Ｃ、メモリ４５及び位置情報メモリである位置レジスタ４１を備えている。
【００２３】
速度発電機１０は、列車の車輪の回転数に応じた速度パルスをＡＴＣ制御部４に出力する
。ＡＴＣ受電器９はブロック（レール）に流れる信号を検出してＡＴＣ受信部３に出力す
る。ＡＴＣ受信部３はＡＴＣ受電器９から入力された信号を復調してＡＴＣ制御部４に出
力する。トランスポンダ車上子８は、トランスポンダ地上子７の信号を受信してトランス
ポンダ受信部２に出力し、トランスポンダ受信部２はトランスポンダ車上子８から入力さ
れた信号を地点情報に変換して、ＡＴＣ制御部４に出力する。メモリ４５には、ブロック
番号の並びを特定できる情報、すなわちブロック接続情報４２と、各ブロックの長さに関
する情報、すなわちブロック長情報４３と、各ブロック番号に対応して設定された速度パ
ターンとが、格納されている。
【００２４】
ＡＴＣ制御部４は、トランスポンダ受信部２から入力された地点情報、ＡＴＣ受信部３か
ら入力された地上装置からの情報、速度発電機１０から入力される速度パルス及びメモリ
４５に格納されている情報に基づいて、自列車の速度が許容速度を越えていないかどうか
を判断し、必要に応じてブレーキ信号を出力する。ブレーキ装置５は、ＡＴＣ制御部４か
ら入力されるブレーキ信号に応じてブレーキを作動させる。
【００２５】
トランスポンダ地上子７は、レールに沿って間隔をおいて配置され、当該トランスポンダ
地上子７が配置された場所のブロック番号と、そのトランスポンダ地上子７が配置されて
いる位置からそこのブロックを構成するレール区間の終端までの距離（ブロック内残距離
）を、データとして格納している。このデータは、列車の進行とともにトランスポンダ地
上子７の近くを通過するトランスポンダ車上子８に送信される。
【００２６】
地上装置６は車上に与える情報を生成し、それをデジタル信号としてレールに流すように
構成され、図３に示すように、地上制御部６Ａと、この地上制御部６Ａと各ブロックを個
別に接続する通信線と、各通信線に介装された送受信部６Ｂと、を含んでいる。地上制御
部６Ａは、ブロックに列車がいるかどうかを前記通信線を介して検知し、列車がいた場合
、当該通信線に介装された送受信部６Ｂに、ブロックへの情報送信を指示する。情報送信
を指示された送受信部６Ｂは、当該ブロックの番号（自ブロック番号）と、地上制御部６
Ａから伝達された停止ブロック番号を含む信号を、当該ブロックに送信する。
【００２７】
以下、上記構成の自動列車制御装置の動作の概要を説明する。
【００２８】
地上装置は、ブロックを介して車上装置に自ブロック番号と停止ブロック番号を送信し、
車上装置は、受信した停止ブロック番号に基づいてブロック番号ごとに設定された速度パ
ターンをメモリ４５から読み出す。車上装置はトランスポンダ地上子７から伝達されるブ
ロック番号とブロック内残距離及び速度発電機１０の速度パルスに基づいて自列車位置を
常に認識しており、前記読み出した速度パターンにおける自列車位置での速度（許容速度
）と、速度発電機１０から得られる現在の自列車速度を比較する。車上装置は、速度パタ
ーンにおける自列車位置での速度と現在の自列車速度の差に応じて異なる強さのブレーキ
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指令をブレーキ装置５に出力し、受信した停止ブロック番号のレール区間で停止するよう
に列車速度を制御する。
【００２９】
次ぎに、上記動作の詳細について更に説明する。
【００３０】
まず、車上装置の位置認識の方法について説明する。トランスポンダ地上子７は，図３に
示すように、レールに沿って所々に設置され、そのトランスポンダ地上子が設置されたブ
ロック番号（図３では４Ｔ）と、当該ブロックの終端からトランスポンダ地上子７までの
距離Ｌが、トランスポンダ車上子８による読み出しが可能なデータとして地上子内に記憶
されている。トランスポンダ車上子８がトランスポンダ地上子７の直上を通過すると、そ
れらの情報がトランスポンダ車上子８に読み込まれる。車上のＡＴＣ制御部４内には、自
列車の位置の記憶、更新のため位置レジスタ４１が設けられており、この位置レジスタ４
１は、ブロック番号と、ブロック内残距離とを格納するようになっている。トランスポン
ダ車上子８がトランスポンダ地上子７の直上を通過するとき、トランスポンダ車上子８は
、トランスポンダ地上子７のデータ（前記ブロック番号４Ｔと距離Ｌ）を読み込む。トラ
ンスポンダ車上子８は、読み込んだデータをＡＴＣ制御部４に送り、ＡＴＣ制御部４は、
ブロック番号と前記距離Ｌの情報をトランスポンダ車上子８から受けると、図４に示すよ
うに、位置レジスタ４１内のブロック番号とブロック内残距離を、トランスポンダ車上子
８からの情報でセットする。
【００３１】
ＡＴＣ制御部４の検索処理部４Ａは、速度発電機１０からの速度パルスを取り込み、その
速度パルスを積算することによって列車位置を更新できるようになっている。したがって
その後、列車が進行すると、検索処理部４Ａは、速度発電機から速度パルスを取り込み、
この速度パルスを積算することにより、図５に示すように、位置レジスタ４１内のブロッ
ク内残距離を減算し、位置レジスタ４１の内容を更新してゆく。すなわち、自列車の位置
は、位置レジスタ４１のブロック番号とブロック内残距離に格納されたデータとして、リ
アルタイムで保持、格納されている。列車が更に進行してゆくと、やがて、位置レジスタ
４１の残距離が０になる、即ち列車が当該ブロックの終端に達する。
【００３２】
車上のＡＴＣ制御部４のメモリ４５には、ブロック番号の並びを特定できる情報、すなわ
ちブロック接続情報が格納されている。具体的には図６に示すように、ブロック番号の実
際の線路での並び方が分かる情報、接続情報４２がメモリ４５の中に記憶されている。位
置レジスタ４１のブロック内残距離がゼロになると、検索処理部４Ａは、メモリ４５の中
に記憶されたブロック番号の並びに関する情報から、現在の位置レジスタのブロック番号
の次のブロック番号を検索する。またメモリ４５の中には図７に示すように、各ブロック
の長さに関する情報、すなわちブロック長情報４３も記憶されており、検索処理部４Ａの
論理により、先ほど検索した新しいブロック番号のブロックの長さがこの情報から検索さ
れ、新しいブロック番号と、そのブロックの長さが、図８に示すように、位置レジスタ４
１に新しい位置情報としてセットされる。
【００３３】
このようにして、位置レジスタ４１は、列車の進行に合わせて常に計算、更新される。も
し、この状態で走行中に新たにトランスポンダ地上子７を通過した場合、位置レジスタ４
１は当該トランスポンダ地上子から得られた情報に書き換えられる。位置レジスタ４１の
ブロック内残距離は、速度パルスにより更新されるため、速度パルスがその速度発電機が
結合されている車軸の車輪の空転や滑走などで、誤差を生ずることもあり得るが、その場
合、次のトランスポンダ地上子７の情報を受けることにより補正される。
【００３４】
上述のようにして、自列車の位置は、常に、走行中のブロック番号と、そのブロック番号
で示されるレール区間の末端までの距離（ブロック内残距離）という形で、ＡＴＣ制御部
４に保持されている。
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【００３５】
次ぎに、地上装置から送信される停止ブロック番号について図３を参照して説明する。地
上制御部６Ａは、通信線を介して各ブロックに列車がいるかいないかを常時検知しており
、あるブロック（図３の例では２Ｔ）に列車Ａがいる場合（列車が走行しているか、停止
しているかに関わりなく）、その後方の列車Ｂがいるブロックに接続された通信線に介装
された送受信部６Ｂ５に対して、ブロック番号２Ｔから所定の距離だけ列車Ｂ側に離れた
ブロックの番号（例えば３Ｔ）を送信する。送受信部６Ｂ５は、受信したブロック番号３
Ｔを停止ブロック番号とし、自己の属するブロック番号５Ｔを自ブロック番号として、停
止ブロック番号と自ブロック番号のデジタル信号を生成し、特定の周波数で変調（ＭＳＫ
変調）してブロック５Ｔに出力する。当然、列車Ａが存在するブロック２Ｔに対しても、
列車Ａの前方にいる列車の位置で決まる停止ブロック番号と自ブロック番号２Ｔが、ブロ
ック２Ｔに接続された通信線を介して送受信部６Ｂ２から出力される。ブロック５Ｔに出
力された信号は、ＡＴＣ受電器９によりレールから検出され、ＡＴＣ受信部３で復調され
てＡＴＣ制御部４に入力される。
【００３６】
ＡＴＣ制御部４のメモリ４５には、停止ブロック番号として指定されるブロック番号毎に
、当該列車が、停止ブロック番号で指定されたブロックのレール区間で停止するための減
速状態を規定する速度パターンが記憶されている。速度パターンとは、位置と速度の対の
情報であり、指定されたブロックの終端までに列車速度ゼロにするブレーキ曲線である。
この速度パターンは停止ブロックとして指定されるブロックとその外方一定距離分の長さ
に亘って定義されている。一定の長さとは当該列車が最高速度からブレーキを掛けて止ま
り得る距離に余裕を加えたものであり、例えば、在来の列車の場合は３ｋｍ程度、高速の
幹線の場合は２０ｋｍ程度とする。列車が最高速度からブレーキを掛けて止まり得る距離
は列車のブレーキ性能、列車種別、軌道（レール）の傾斜、カーブの程度等により異なる
。したがって、この速度パターンの形状は、列車ごとに、かつ停止ブロックごとに設定さ
れている。通常は図１１の(ａ)のような放物線状であるが、もし、当該区間が下り勾配の
場合は、同じブレーキ性能を仮定した場合、実効ブレーキ減速度が下り勾配によって低く
なってしまうため、この場合の速度パターンは（ｃ）に示すように傾きの低い、言わば「
寝た」曲線となる。また、途中に急なカーブなどがある場合は、その区間に速度制限が加
わり（ｄ）に示すような形状になることもあり得る。これらの速度パターンはブロック番
号ごとにメモリ４５に記憶されている。
【００３７】
ＡＴＣ制御部４の検索処理部４Ａは、受信した停止ブロック番号に対応する速度パターン
、例えば図９に示すような速度パターンをメモリ４５から読み出す。検索処理部４Ａは、
速度パターンを読み出したら、次に自列車の位置即ち位置レジスタ４１の内容から、読み
出した速度パターンの距離軸上のどこに自列車がいるかを、求める。先に述べたようにメ
モリ４５には、各ブロックの接続情報４２と、各ブロックの長さの情報（ブロック長情報
４３）をも記憶されている。検索処理部４Ａは、停止ブロック番号と自ブロック番号の間
にある全てのブロック番号を検索する。そしてこれらのブロックの長さを全て検索し、こ
れらの総和を求める。次に位置レジスタ４１のブロック内残距離を加える。この値が停止
ブロックの終端から、自列車位置までの距離になる。
【００３８】
検索処理部４Ａは、この距離を読み出した速度パタ－ンの距離軸として速度パターンに割
り当て、それに対応する速度を当該速度パターンから求める。ここで得られた速度がその
時点（その位置）での列車の許容速度になる。模式的には、図１４に示すように、速度パ
ターン上で自列車の位置を決定し、その位置におけるパターン上の速度を許容速度Ｖ１と
して求める。
【００３９】
得られた許容速度Ｖ１は比較処理部４Ｃに送られ、速度発電機１０から出力された速度パ
ルスに基づいて自列車速度算出部４Ｂで算出された自列車速度Ｖｔが、許容速度Ｖ１から
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減算される。比較処理部４Ｃは、自列車速度Ｖｔと許容速度Ｖ１の偏差ΔＶ（＝許容速度
Ｖ１－自列車速度Ｖｔ）の値に応じて、図１５に示すように、段階的なブレーキ力のブレ
ーキ指令を、ブレーキ装置５に出力する。すなわち、図１０に示すように、速度パターン
を基準にブレーキの強弱が調整されながら、この速度パターンに沿って減速され、ブロッ
ク３Ｔの終端までに停止するような制御が行われる。
【００４０】
図１５に示すように、自列車速度Ｖｔが許容速度Ｖ１より予め設定された一定値以上低い
とき（ΔＶ≧ΔＶ０）には、ブレーキ指令は出力されないが、その差が小さくなるにつれ
徐々に強いブレーキ指令が出力されるようになっている。自列車速度Ｖｔが速度パターン
で規定される許容速度Ｖ１を超過すると、常用最大ブレーキＢ７が出力される。このブレ
ーキ出力の結果により、実速度は速度パターンに沿って減速し、パターンの終端で実列車
速度もゼロとなる。自列車速度Ｖｔが許容速度Ｖ１より低い場合でもブレーキ指令が出力
されるのは、自列車速度Ｖｔが許容速度Ｖ１を超過してからブレーキをかけるのでは、速
度の超過が大きくなること、自列車速度Ｖｔが許容速度Ｖ１を超過してから急に強いブレ
ーキをかけると衝撃が大きく、不快感を与えること、などが理由である。
【００４１】
なお、図１３に示すように、通常、制御上のマージンを持たせるために、速度パターンの
終端は、当該ブロック内残距離「０」の位置ではなく、余裕距離をとり、ブロック内残距
離「Ｌ０ｍ」の位置に設定している。これにより距離認識の誤差などに対するマージンと
している。
【００４２】
図２に、本実施の形態による列車の減速時の速度パターン（破線）と、従来の段階的な減
速パターン（実線）を対比して示す。下部に示したのはブレーキ指令であり、横軸の上側
が従来技術の場合、横軸の下側が本発明の場合である。図から明らかなように、従来技術
の場合、許容速度がブロック単位で出力されるために許容速度０の信号が早い段階で出さ
れており、このため、ブレーキ指令が２回に分かれ、かつ、早い時期になって、図のア点
で減速が開始される。一方、本発明の場合、許容速度０の信号は停止位置であるエ点であ
り、ブレーキ指令は減速開始から停止まで中断することなく連続して出力されている。
【００４３】
この結果、減速期間中の走行距離が短くて済むため、減速開始時期が図のイ点となり、従
来技術の場合のア点よりも遅い位置（停止位置に近い点）になる。したがって、減速前の
速度Ｖ０での走行距離が長くなり、平均運行速度が高くなる。また、列車停止位置も、従
来技術の場合のウ点に対し、本発明の場合はエ点となり、先行列車との間隔を短縮できる
。
【００４４】
一方、このシステムでは、電源が遮断されたら位置レジスタ４１のデータはなくなる。し
たがって、例えば電車が始発駅などで電源投入した直後、あるいは停電などで列車が停止
したのち電源が復旧したときは位置未確定であり、トランスポンダ地上子７を通過するま
では自列車位置を確定することが出来ない。電源投入時にたまたまトランスポンダ地上子
の直上にいれば別であるが、一般的には、電源投入直後は自列車位置は不定のままである
。その状態で走行し、トランスポンダ地上子を通過して初めて自列車位置が認識される。
したがって、電源投入時には自列車の位置が車上装置では認識されておらず、上述の方法
では許容速度の算出ができない。
【００４５】
そこで、本発明においては、電源投入時など、位置未確定の際には、次ぎのような手順で
仮位置設定を行うこととした。すなわち、位置レジスタ４１の「ブロック番号」が図１６
に示すように地上から送信される「自ブロック番号」に、「ブロック内残距離」が、前記
「自ブロック番号」で指定されるブロックのレールの終端から予め設定された距離だけ離
れた特定位置に無条件にセットされる。本実施の形態では、残距離「０」の特定位置に無
条件にセットされる。設定した位置レジスタの残距離は通常時は、列車の進行に応じて減
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算されるが、この位置未確定の状態、即ち最初のトランスポンダ地上子の情報を受けてそ
の情報が位置レジスタにセットされるまでは、残距離は列車が進行しても「０」のままと
する。最初のトランスポンダ地上子を通過して一旦位置確定したら、位置レジスタは減算
を開始することとする。従って、それまでは、自列車位置は、列車が進行しても、地上か
ら送信される「自ブロック番号」で示されるブロックの終端にあるものとして扱う。なお
、列車が進行して次ぎのブロックに進入するまで、トランスポンダ地上子を通過しない場
合は、位置レジスタ４１の「ブロック番号」は、地上から送信される「自ブロック番号」
に基づいて更新される。
【００４６】
なお、位置レジスタ４１の「ブロック内残距離」に設定する残距離、すなわち自列車が位
置するブロックの列車進行方向末端からの距離としては、各停止ブロックに対応してメモ
リ４５に格納されている速度パターンの終端の残距離(余裕距離Ｌ０ｍ)としてセットする
ようにしてもよい。
【００４７】
ＡＴＣ制御部４は、速度制御のための速度パターンとしては、通常どおり、地上装置から
送信される「停止ブロック番号」で指定されるものを選択する。そしてこれによって検索
された速度パターンの距離軸上で、自列車位置が位置レジスタ４１の「ブロック番号」で
示されるブロックの終端にあるとして決定される速度を許容速度Ｖ１として、前記図１５
に示す論理に基づいてブレーキ指令を出力する。
【００４８】
もし、トランスポンダ地上子を通過する前に、地上から伝送される停止ブロックが自ブロ
ックであった場合、自列車位置はちょうどパターン終端にあるから、速度パターンで規定
される速度は「０」であり、ブレーキが指令された状態となる。残距離が前記余裕距離「
L０ｍ」に設定された場合でも、速度パターンから算出される速度は「０」であって、ブ
レーキが指令された状態となり、列車は進行できない。しかし、進路が開通するか先行列
車が進んで、停止ブロックが内方（列車進行方向前方）に移動した場合は、この仮設定し
た自列車位置すなわち位置レジスタ４１に格納された位置により、通常と同様、パターン
検索、パターン参照によって、列車制御が行われる。
【００４９】
なお、この位置レジスタ４１に設定された位置はあくまで仮位置であるから、一定距離走
行する内にトランスポンダ地上子を通過して位置確定しない場合は、位置レジスタのデー
タを消去し、再度自列車位置未確定にし、非常ブレーキを指令するようにするのが望まし
い。この場合は一旦停止後、前記電源投入時の手順が繰り返されるようにすればよい。
【００５０】
上述の論理にしたがって制御を行うことにより、自列車の位置が未確定であっても、列車
運行の安全が確保され、制御を円滑に行うことができる。自列車位置が確定している場合
に比べれば、速度は制限を受けるものの、最初のトランスポンダ地上子まで走行し、トラ
ンスポンダ地上子を通過して位置が確定すれば、平常の制御に遷移させることができる。
なお、次のトランスポンダを受けるまでに別のブロックに入った場合には、地上からの受
信する「自ブロック番号」が変わるため、前述と同様な方式によって自列車位置を与え、
同様な制御を継続する。
【００５１】
上述のように、列車は、当該列車のブレーキ性能を十分に生かした減速度パターンで、軌
動回路の区切りと無関係に減速されるから、減速開始後列車停止までブレーキが解除され
ることがなく、減速走行する距離が短縮される。言い換えると、停止のためのブレ―キン
グの開始が遅くてすみ、列車の運行平均速度が高まる。また、先行列車との間隔も詰める
ことができ、運転効率の向上、乗り心地の向上に寄与することができるとともに、自列車
の位置が未確定であっても、列車運行の安全が確保され、制御を円滑に行うことができる
。
【００５２】
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ところで、速度発電機の特性として、数ｋｍ／ｈ以下の低速では速度パルスが出力されな
い可能性がある。したがって、極低速で列車が進行した場合、実際に列車は動いていても
、ＡＴＣ制御部４には速度パルスが送られてこないため、列車の進行を検出できず、位置
レジスタ４１が更新されないということが起こり得る。これでは、速度パターンの距離軸
が変化しないため、危険な動作となる恐れがある。
【００５３】
したがって、自ブロックが停止ブロックと同一であり、かつ速度が１０ｋｍ／ｈ以下にな
ると自動的にブレーキ指令を出力する論理をＡＴＣ制御部４に設け、速度パルスが出力さ
れないような極低速で列車が移動することのないようにしてある。このブレーキは先行列
車の進行などにより停止ブロックが変化し、停止ブロックが自ブロックと一致しなくなっ
た場合に緩解させる。
【００５４】
しかし、特定のブロック、例えば駅のプラットホームに沿うブロックが停止ブロックであ
る場合、前述のように、列車速度１０ｋｍ／ｈ以下でブレーキを指令がかかる構成では、
一旦停止すると、停止ブロックが変化しない限り、自動的にブレーキが掛り放しになって
しまう。駅中間の本線上であればどこに止まろうと不便は無いが、ホームのあるブロック
にあっては、時として停止位置の調整など小移動を行う場合があり、このままでは、停止
位置の調整ができなくなる。
【００５５】
本実施の形態は、このような事態に対処できるような構成を備えており、これを、図１８
～図２１を参照して説明する。この構成の特徴は次ぎの３点である。
【００５６】
第１点は、図１８に示すように、駅ホームなど特定のブロックにおいては、ブロックの終
端に５０ｍ程度の長さの０３ループと称するループが敷設され、０３ループに信号を送信
する０３地上送信器１２が接続されている点である。このループは当該ブロックが停止ブ
ロックであるときは、即時停止すべき信号を車上に発信している。
【００５７】
第２点は、図１９に示すように、ＡＴＣ受電器９の出力側に接続して０３受信部１３が設
けられ、０３受信部１３の出力側が、ブレーキ装置５に接続されている点である。この０
３受信部１３は、０３ループの停止信号を受信すると無条件でブレーキ指令をブレーキ装
置５に出力するようになっている。なお、図１９に示す構成は、一部図示が省略されてい
るが、０３受信部１３が設けられている以外は前記図１と同じである。
【００５８】
第３点は、車上のメモリ４５にブロックごとにその属性を持たせる構造としておき、自ブ
ロックが「ホーム」である場合に、「ホーム」である旨の属性を持たせておき、自ブロッ
クが停止ブロックであるとき、自ブロックの属性が「ホーム」であれば、前記ＡＴＣ制御
部４は、列車速度が１０ｋｍ／ｈ以下であってもブレーキを出力しないように構成されて
いる点である。
【００５９】
すなわち、本実施の形態では、駅ホームなど特定のブロックにおいては、これまでに説明
した地上装置に追加して、ブロックの終端に５０ｍ程度の長さの０３ループと称するルー
プが敷設され、この０３ループに信号を送信する０３地上送信器１２が接続されている。
このループは当該ブロックが停止ブロックであるときは、即時停止すべき信号を車上に発
信している。また、図１９に示すように、これまで説明した車上装置に追加して、ＡＴＣ
受電器９の出力側に接続して０３受信部１３が設けられ、ＡＴＣ受電器９は、前記０３ル
ープに出力される信号をも読み出せるようになっている。そして、０３受信部１３の出力
側が、ブレーキ装置５に接続されていて、０３ループの停止信号を受信すると無条件でブ
レーキ指令をブレーキ装置５に出力するようになっている。さらに、メモリ４５はブロッ
クごとにその属性を格納する構造となっており、自ブロックが「ホーム」である場合に、
「ホーム」である旨の属性を持たせてある。
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【００６０】
前記ＡＴＣ制御部４は、自ブロックが停止ブロックと一致しても、自ブロックが「ホーム
」という属性であった場合、列車速度が１０ｋｍ／ｈ以下であってもブレーキを出力しな
いようにしてある。これにより、列車はホームで停止してもブレーキが作用し放しになる
ことはなく、小移動も可能である。但し、この場合、先に述べたように極低速で走行した
場合、実際の列車は進んでいるにもかかわらず位置レジスタが変化せず、ブレーキを掛け
るべき位置になっても、速度パターンの距離軸にズレが生じ、ブレーキが出力されないと
いう可能性がある。そのため、属性が「ホーム」であるブロックで列車が停止した場合は
、ＡＴＣ制御部４は、メモリ４５から選択される速度パターンにおける停止位置での列車
速度Ｖ１に対し、予め設定した一定速度（例えば３０ｋｍ／ｈ）を上限速度としてブレー
キ制御を行うようにしてある。
【００６１】
図２１にこの場合のブレーキ出力論理を、また動作制御の概要を図２０に、それぞれ示す
。ここで、予め設定した一定速度（例えば３０ｋｍ／ｈ）というのは、列車が０３ループ
に進入した場合に直ちにブレーキが動作し、ループ内で停止し得る速度である。万一、低
速走行が連続して位置レジスタが更新されず、速度パターンによる制御による安全が確保
できなくなった場合にも、この０３ループにより強制的にブレーキが出力されれば、当該
ブロック終端までには停止させることが可能である。
【００６２】
本実施の形態によれば、ホームでの小移動を可能にしつつ、同時に列車を確実にブロック
終端までに停止させることが可能である。
【００６３】
次ぎに図１７を参照して本発明の第２の実施の形態を説明する。本実施の形態が前記第１
の実施に形態と相違するのは、比較処理部４Ｃが、図１７に示すように、速度パターンか
ら算出された許容速度Ｖ１と予め設定された最低の速度制限値（例えば６５ｋｍ／ｈ）の
うちの低い方の速度を許容速度としてブレーキ指令を出力するように構成されている点で
ある。他の構成は前期第１の実施の形態と同じであり、詳細な説明は省略する。
【００６４】
このブレーキ指令出力の論理を図１７に示す。ここで、前記予め定められた一定の速度（
例示した６５ｋｍ／ｈ）というのは、車上装置のメモリ４５に記憶されている本来の速度
パターンに含まれる最低の速度制限値であるが、列車停止のための減速曲線で規定される
速度ではなく、レールのカーブや分岐の存在など、レールの条件で規定される速度制限値
である。例えば、図１１の（ｄ）の領域Ｓは、レールのカーブがきついために、低い速度
に制限されている。列車が図１１の（ｄ）のイ点にいて停電し、停電復旧後、電源を入れ
たとする。前記第１の実施の形態の論理に基づき、位置レジスタに設定される位置が実際
のブロックの末端ロ点に設定され、その時点での停止ブロックに基づく速度カーブが図１
１の（ｄ）のような形状であると、列車が実際は図１１の（ｄ）のイ点にいるのに、ブロ
ックの末端（ロ点）にいるとして速度パターンから速度を算出される。この場合、算出さ
れた速度は実際の位置（イ点）に対応する速度（速度制限値）よりも高い速度となる。本
実施の形態では、位置レジスタに設定されたロ点に対応する速度と速度制限値（領域Ｓに
対応する速度）のうち、低速側の速度（領域Ｓに対応する速度）を選択することにより、
実際の位置に対応した安全側の制御となる。
【００６５】
一方、実際は列車が許容速度が高いハ点にいるのに、前記論理により、低い速度制限値に
対応した速度になるようブレーキ指令が出力される場合がある。しかしこの場合も、列車
位置が確認されていない状態で、安全側の速度で列車の運行を継続できる効果がある。
【００６６】
なお、上記各実施の形態においては、全てブロックを単位として説明した。しかし、実際
の列車制御においては、ブロックを複数個まとめた「閉塞区間」を設定し、一つの閉塞区
間には一つの列車しか存在しないように制御する場合がある。このような場合には、前記
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「ブロック」、「ブロック番号」を、「閉塞区間」、「閉塞区間番号」に置き換え、「閉
塞区間」単位で制御行うことにより、同様に本発明は適用可能であり、また同様な効果が
期待できる。
【００６７】
【発明の効果】
本発明によれば、列車の平均運行速度を高めることができ、列車の運転効率を向上させる
とともに、電源投入直後などのトランスポンダ地上子による列車位置確認ができない場合
でも、円滑に列車を制御することが可能である。また、駅のプラットホームに沿うレール
区間など、予め指定されたブロックでは、当該ブロックが停止ブロックの場合であっても
、列車が一旦停止しても、低速で移動することが可能であり、停止位置の修正が容易であ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の全体構成を示すブロック図である。
【図２】従来技術の場合の列車速度の変化と図１に示す実施の形態の列車速度の変化を対
比して示す概念図である。
【図３】図１に示す実施の形態の地上装置の配置例を示す概念図である。
【図４】図１に示す実施の形態のトランスポンダ地上子のデータと位置レジスタのデータ
の関連を示す図である。
【図５】図１に示す実施の形態の速度パルスのデータと位置レジスタのデータの関連を示
す図である。
【図６】図１に示す実施の形態の接続情報の例を示す図である。
【図７】図１に示す実施の形態のブロック長情報の例を示す図である。
【図８】図１に示す実施の形態の車上のメモリに格納されたデータと位置レジスタのデー
タの更新時の関連を示す図である。
【図９】図１に示す実施の形態の停止ブロックと速度パターンの対応を説明する概念図で
ある。
【図１０】図１に示す実施の形態の速度パターンとブレーキ指令の関連の例を示す概念図
である。
【図１１】図１に示す実施の形態の速度パターンの例を示す図である。
【図１２】図１に示す実施の形態のＡＴＣ制御部の構成例を示すブロック図である。
【図１３】図１に示す実施の形態の速度パターンと起動回路の位置の関係の例を示す概念
図である。
【図１４】図１３に示す速度パターンに基づいて許容速度の検索を行う方法を説明する概
念図である。
【図１５】図１に示す実施の形態のブレーキ出力の選択論理を示す概念図である。
【図１６】図１に示す実施の形態における電源投入時の位置レジスタの設定方法を示す概
念図である。
【図１７】本発明の第２の実施の形態におけるブレーキ指令出力の論理を説明する概念図
である。
【図１８】本発明の第１の実施の形態の構成の部分を示す概念図である。
【図１９】本発明の第１の実施の形態における車上装置の構成を示すブロック図である。
【図２０】本発明の第１の実施の形態における駅のホームにおける速度制御の論理を説明
する概念図である。
【図２１】本発明の第１の実施の形態におけるブレーキ指令出力の論理を説明する概念図
である。
【符号の説明】
１　レール
２　トランスポンダ受信部
３　ＡＴＣ受信部
４　ＡＴＣ制御部
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４Ａ　検索処理部
４Ｂ　自列車速度算出部
４Ｃ　比較処理部
５　ブレーキ装置
６　地上装置
６Ａ　制御部
６Ｂ２～６Ｂ５　送受信部
７　トランスポンダ地上子
８　トランスポンダ車上子
９　ＡＴＣ受電器
１０　速度発電機
１２　０３地上送信器
１３　０３受信部
４１　位置レジスタ
４２　接続情報
４３　ブロック長情報
４５　メモリ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１０】

【図１１】
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